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１ 公募の趣旨

東京都（以下「都」という。）では、今後さらなる増加が見込まれる高齢者とその家族が地

域で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、小規模多機能型居宅介護や都市型軽費老

人ホーム等の整備促進を図っています。しかし、都市部では地価水準が高く、用地の確保が

困難なため、十分な整備が進んでいません。

このため、都では、区市町村と密接な連携のもと、都有地を民間事業者（以下「事業者」

という。）に低廉な価格で貸し付けることにより、地域のインフラ整備を促進することとしま

した。

今回の公募は、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９

年３月２３日付１８福保高施第６３７号。以下「実施要綱」という。Ｐ.２２参照。）に基づき、

地域密着型サービス施設等を整備し、質の高い福祉サービスを継続的に提供する事業者を募

集するものです。

事業者の選定方法は、プロポーザル方式により、この要項に定める応募資格及び応募条件

を満たす応募事業者から、施設整備や運営についての具体的な提案を行っていただき、書類

審査、ヒアリングの結果等を総合的に評価した上で事業者を決定します。

なお、この募集は平成２４年３月（予定）に「中野区保健福祉総合推進計画２０１２」及

び「第５期中野区介護保険事業計画」が策定されることを前提として行うものです。

２ 公募施設、規模等

本事業は、都が土地を賃貸し、土地を借り受ける事業者が自ら地域密着型サービス施設等

を建築し、運営していただくものです。

（１）整備施設及び規模

① 小規模多機能型居宅介護（登録定員２５人以下、通い定員１５人以下、宿泊定員７人程

度）

② 都市型軽費老人ホーム（入所定員１０人から２０人まで）

（２）その他提案事業の併設

その他、事業者が提案する事業（実施要綱に定めるものに限る。）の施設を併設すること

も可能です。

なお、併設する施設は、都有地の借受者が施設整備、運営を行うことが必要です。

※ 留意事項

ア 周辺地域の状況に沿った提案

予定地の白鷺一丁目周辺は、都営アパート等住宅団地が多く建ち並び、区内では比較

的人口密度が高く、高齢者人口やひとり暮らし高齢者が多い地域です。

当該予定地における公募は、住民が住み慣れた地域で暮らし続けることできるように、

小規模多機能型居宅介護事業を中心とし、訪問介護、訪問看護、ショートステイなどの

在宅サービスと組み合わせ、この地域の介護サービスの拠点となるような提案を行って

ください。

イ 平成２４年度から開始されるサービスの取扱いについて

平成２４年度から開始される複合型サービス、24 時間地域巡回型訪問サービス等を併

設施設として提案することも可能です。それぞれの基準を満たした提案を行ってください。

ウ その他

① 複合型サービスの指定を受ける場合には、併設施設及び複合型サービスの合計面積が、

都市型軽費老人ホームの面積を超過しないことが条件となります。

② 小規模多機能型居宅介護と訪問看護等の指定を別々に受ける場合には、併設施設の合



２

計面積が、都市型軽費老人ホームと小規模多機能型居宅介護の合計面積を超過しない

ことが条件になります。

③ 借受申請を行った後に、整備予定施設を変更することはできません。

（３）その他

小規模多機能型居宅介護、都市型軽費老人ホーム及び上記（２）により併設する施設の

整備に関しては、事業者はそれぞれ関係する法令の規定に基づく施設基準を満たすととも

に、「７．施設整備及び運営に関する基本的事項」による条件を満たすことが必要です。

３ 応募資格

本事業に応募する事業者は、以下の資格要件を全て満たすことが必要です。

なお、同一応募者が複数の提案を行うことは禁止します。

（１） 事業実績

平成２３年４月１日現在、都内及び近隣県（神奈川、千葉、埼玉）で、下記に掲げる介護

保険サービス事業のうちいずれかを１年以上行っている事業者。（「都有地活用による地域の

福祉インフラ整備事業の貸付対象事業者について」（Ｐ．２６参照）に定める法人とします。）

① 特別養護老人ホーム

② 老人保健施設

③ 小規模多機能型居宅介護

④ 認知症高齢者グループホーム

⑤ 軽費老人ホーム

（２） 財務状況

① 事業開始当初の運営資金が確保されていること。

年間事業費（予算額）の１２分の３以上＋法人事務費（１００万円以上）を自己資金で

確保していること（金融機関からの借入金は認めない。）。

また、運営事業者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必

要があります。

② 債務超過でないこと。

債務超過を解消するため出資等を行い、補助申請時点では債務超過が改善している場合

であっても原則認められません。

③ 過去３年間の決算状況が、営業活動（通常の事業運営）に基づく赤字でないこと。

一時的な損失により赤字が生じた場合は相談に応じます。

（３）その他

都が開催する事業者説明会に参加していること。

４ 貸付予定地（敷地）の概要

（１） 所在地

（地 番）東京都中野区白鷺一丁目７１６番１、７１６番６及び７２６番６

（住居表示）東京都中野区白鷺一丁目１４番

（２）敷地面積

都有地 ６７5．17 ㎡

案内図（Ｐ.１４）/地積測量図（Ｐ.１５）を参照

（３）建築上の法規制等

① 当該地域・地区等

用途地域 第一種中高層住居専用地域
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② 計画道路 計画道路はありません。

③ 地区計画等 地区計画等はありません。

④ 埋蔵文化財 調査対象外区域です。

⑤ 水災害関係 高床工事助成対象区域ではありません。

⑥ その他、関係法令及び条例・要綱

建築基準法・消防法その他関係法令等を十分確認してください。

建築確認申請の前に行う手続き（Ｐ.２０）を参照

（４）接道状況

北側 区道（幅員：６ｍ）、西側 区道（幅員：8ｍ）

（５）最寄駅

西武新宿線「鷺宮駅」下車徒歩５分

（６）所在地域の特性

本計画地は、三方を都営住宅及び都民住宅に囲まれ、周辺には、保育園、小学校などがあ

ります。現在周辺地域は都営住宅建設中のため、道路に車両規制等がありますので、御留意

ください。

（７）現地の見学

計画地は、現在、柵で囲まれているため、敷地内に立ち入ることはできませんが、現況

は確認することができます。

なお、車や大人数での見学は御遠慮ください。

５ 貸付条件等

当該都有地を賃貸借する事業者（以下「借受者」とします。）は、以下の条件により都と借

地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する定期借地権の設定を目的とする土地賃

貸借契約を締結するものとします。

（１） 貸付期間

５０年

（２）貸付開始時期

借受者の決定後、契約を締結し、貸付けを開始します。ただし、当該施設の建設に当た

って施設整備費の補助を利用する場合には、契約締結前に補助決定の内示を受けているこ

とが必要です。

（３）貸付料

土地賃貸借契約の締結時点において、土地の評価をした上で、正式な貸付料を決めるこ

とになります。

（４）保証金

貸付料の３０か月分（利息を付さないものとします。）

なお、５（１１）貸付料の見直しにより、貸付料が増額改定された場合には、改定後の

貸付料を基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただきます。

防火・準防火 準防火地域

建ぺい率 ６０％

容積率 200％

高度地区 第２種高度地区

日影規制 ５ｍを超える範囲：３時間以上、１０ｍを超える範囲：２時間以上（測

定水平面４ｍ）
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（５）支払方法

① 保証金

都が別途指定する日までに支払うこととします。

② 貸付料

都が発行する納入通知書により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の起算日は、

契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の貸付料は、日割り計

算によって算出します。

なお、貸付料の支払が遅れた場合には、東京都公有財産規則第３８条の２の規定により

計算された額の延滞金を徴収します。

（６）借地権の登記

借地権の設定登記は認められません。

（７）用途の指定

借受者は、当該都有地を地域密着型サービス施設等用地（「２ 公募施設、規模等」（２）

で認められている併設施設を含む。）として使用しなければなりません。

なお、都の承諾なく目的外に利用した場合や、第三者に転貸した場合は、借受地を原状回

復の上、返還していただきます。

（８）施設整備

当該都有地で事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置してくださ

い。

なお、施設整備費の補助を利用する場合には、別途補助協議が必要になります。

（９）維持管理

施設、設備等の維持管理に係る費用は借受者が負担することになります。

また、当該敷地内にある既存樹木の維持管理、伐採、枝の剪定等に係る費用も借受者が

負担することになります。草刈、枝の剪定等を適宜行い、近隣住民に十分配慮した維持管理

を行っていただきます。

（10）土地の返還

貸付期間満了のとき、借受者側の理由により土地賃貸借契約を打ち切るとき又は都によ

り父賃貸借契約が解除されたときは、借受者の負担により施設、設備等の撤去等を直ちに

行い、当該都有地を原状に回復させ、返還することになります。

（11）貸付料の見直し

① 貸付料は、土地の引渡しの日から、原則として３年ごとに都と借受者の協議の上で、改

定できることとします。

② ①にかかわらず、賃借料が土地価格の変動等により、又は近隣の土地の賃借料と比較し

て著しく不相応となった場合、若しくは貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の

変化があった場合には、都は貸付料を改定することができることとします。

（12）その他

契約の解除その他の事項については、都が定める契約書によります。

６ 整備費補助等（予定）について

この事業は、地域密着型サービス等重点整備事業実施要綱等に基づく補助協議対象となっ

ています。補助協議は、別途中野区と行っていただきます。

（１） 施設整備補助金

① 小規模多機能型居宅介護

・地域介護・福祉空間交付金（国） ＠15,000 千円×１施設
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② 都市型軽費老人ホーム ＠ 3,000 千円×定員

※ 補助金は、出来高や実績に応じて年度ごとに支払います。

（２）その他

① 上記補助制度（補助単価を含む。）については、本公募時点では確定していません。した

がって、実際の交付単価を保証するものではありませんが、事業計画作成に当たっては、参

考単価として上記単価を使用してください。

② 都市型軽費老人ホームの整備費補助は平成２４年度中に着工し、当該施設についての出来

高が１％以上ある場合に限り対象となります。

③ 都市型軽費老人ホームに関しては、都においてサービスの提供に要する費用の助成制度が

あります。

７ 施設整備及び運営に関する基本的事項

施設の整備及び運営については、以下の関係法令等を遵守していただきます。

なお、施設整備に関する補助制度の利用を予定する場合には、それぞれの補助基準に合致

した計画であることが必要です（「６ 整備費補助等（予定）について」参照）。

（１）施設建設

① 建築基準法

② 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例

③ 東京都建築安全条例

④ 東京都福祉のまちづくり条例

⑤ 消防法

⑥ その他関係法令及び条例等

（２）施設の設備等

① 老人福祉法

② 介護保険法

③ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

⑤ 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

⑥ その他関係法令及び条例等

建築業者については、都が定める「老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係

る契約手続基準」に準ずる形で入札を行うこと。

（３）防災関係設備

消防法の設置義務がない施設であっても、スプリンクラー等の防火設備を設置してくだ

さい。

（４）地域住民への対応

施設建設に当たっては、地域住民に対し十分な説明を行うとともに、誠実に対応してく

ださい。ただし、本公募による借受者として選定されるまでは、区が主催する場所以外で、

個別に地域住民に対する説明や調整等は行わないでください。

（５）建築確認申請

中野区都市基盤部建築分野へ申請してください。

８ 施設運営に関する基本的条件

以下の項目を施設運営の条件とします。
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（１） 基本協定の締結

借受予定者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、中野区と借受予定

者との間で基本協定を締結していただきます。

（２）事業実施期間

本公募に基づいて整備する施設は、都及び中野区がやむを得ないと認める事情がある場合

を除き、貸付期間満了日まで継続して事業を実施していただきます。

やむを得ない事情により事業を中止する場合は、都及び中野区と協議の上、後任事業者を

選定し、引継ぎを行うこととします。

（３）介護保険事業所の指定

介護保険法に基づく、小規模多機能居宅介護事業等としての指定基準を満たし、中野区か

ら事業所指定を受けてください。

その他、提案事業についても、介護保険法に基づく事業として指定基準を満たし、都又は、

中野区から事業所指定を受けてください。

（４）都市型軽費老人ホームの設置届又は許可

老人福祉法及び社会福祉法に基づき、社会福祉法人は都への設置届、社会福祉法人以外の

法人格は都知事の許可が必要になります。

当該事業については、「都市型軽費老人ホーム設置経営許可」審査基準、都市型軽費老人

ホーム整備事業審査基準、審査要領を満たした上で、都へ手続を行ってください。

（５）地域密着型サービス等の利用

小規模多機能型居宅介護や都市型軽費老人ホームの利用者は、原則として中野区民のみ

とします。

（６）福祉サービス第三者評価

福祉サービス第三者評価を定期的に受審してください。

（７）利用者負担

小規模多機能型居宅介護における「宿泊費」及び都市型軽費老人ホームにおける「居住

費」については、本地の賃借料が減額されていることについて、利用者の負担減に反映さ

せるようにしてください。また、「生活保護法指定介護機関」として指定を受けてください。

（８）地域住民への対応

施設の運営に当たっては、近隣住民に対し十分な説明を行い、要望に対しては、誠実に

対応してください。また、日常的に地域との交流を図るなど、近隣住民との友好関係を構

築し、地域に開かれた運営を行うとともに、地域福祉向上に貢献できる運営を行ってくだ

さい。

（９）施設の名称

施設の名称については、中野区と協議すること。

９ 施設整備のスケジュール

平成２４年 ２月８日（水曜日） 事業者公募説明会

２月８日（水曜日）から２月２９日（水曜日）まで 質疑受付期間

２月２７日（月曜日）から３月２日（金曜日）まで 応募申込書受付期間

３月２６日（月曜日）から３月３０日（金曜日）まで 借受申請書受付期間

４月から８月まで 審査

８月 借受予定者の決定・発表

１２月以降（施設整備費補助内示後） 賃貸借契約の締結

代金の支払・土地の貸付け
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平成２５年 １月 施設建設工事着工

９月 施設建設工事竣工

１１月 開設

※審査結果は、応募された全ての法人に平成２４年８月下旬以降に郵送する予定です。

10 応募申込書の提出

本公募への申込みを希望する事業者は、次により応募申込書を提出してください。

中野区にこれらの書類を提出した事業者を応募申込者とします。

（１） 提出書類

１．応募申込書 様式１

２．担当者連絡先 様式 2

３．法人定款

４．法人の沿革・概要 様式３

５．役員構成（年齢・経歴等） 様式４

６．代表者略歴 様式５

７．法人登記事項証明書（全部事項証明）

（３か月以内に発行されたもの）

８．法人代表者の印鑑証明書（３か月以内に発行されたもの）

９．事業者概要（既存施設の運営状況） 様式６

１０． 資産の状況（預金残高証明書・資産目録等）

１１．平成２３年度予算書

１２． 決算報告書（平成２０年度から２２年度まで）

１３．過去（３年間）の監督官庁の実地検査等結果（指摘事項と改善案）

（２） 提出部数・綴り方

ア 正本２部

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入

し、各書類番号（Ｐ.１２を参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

イ 副本９部

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使

用しないでください。

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（Ｐ.１２を参照）を記載したイ

ンデックスを付して提出してください。

また、決算書類等の名称が記載されている書類については、黒マジック等で名称部分

を塗抹してください。

（３）提出日時及び場所

１．日 時

平成２４年２月２７日（月曜日）から平成２４年３月２日（金曜日）まで

午前９時から午後５時まで

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。

２．場 所

中野区中野４－８－１

中野区 健康福祉部 福祉推進分野 介護保険基盤整備担当

区役所６階６番窓口 電話 ０３－３２２８－５６３１（直通）
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11 質疑及び回答

（１）質疑者の資格

公募説明会に参加した法人とします。

（２）質疑の方法

必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（P.１１参照）に記載の上、ＦＡＸ又はメール

により送付してください。

これ以外の方法（電話、訪問等）による質問は御遠慮ください。

なお、質問票は、質問事項１件ごとに作成してください。（１通の質問票に複数の質問事

項を記載しないようにしてください。）

（３） 受付期間及び送付先

１．受付期間

平成２４年２月８日（水曜日）から平成２４年２月２９日（金曜日）まで

２．送付先

ＦＡＸ：03－3228－5662

中野区 健康福祉部 福祉推進分野 介護保険基盤整備担当

メール：fukusisuisin＠city.tokyo-nakano.lg.jp （組織アドレス）

中野区 健康福祉部 福祉推進分野 介護保険基盤整備担当

（４）回答の方法

質問のあった事業者にＦＡＸ又はメールで回答するとともに、平成２４年 3 月中旬を目

途に、東京都公式ホームページに掲載します。

質疑回答書は、公募要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。

12 借受申請書類の提出

応募申込者は、次により借受申請書類を提出してください。

区にこれらの書類を提出した事業者を応募者とします。所定の期間内に申請書類が提出さ

れなかった場合には、応募を辞退したものとみなします。

提出締切日以降の計画内容の変更は受け付けません。

（１）提出書類

【事業計画】

１．都有地等借受申請書 様式７

２．事業参入理由書 様式８

３．事業計画書 様式９

４．収支シミュレーション 様式１０①～⑤

（小規模多機能は最低１０年分、都市型軽費は５年分と３０年分）

５．利用者負担額・給与費積算根拠 様式１１①～③

６．職員ローテーション表 様式１２①～③

７．開設までのスケジュール

８．家賃・食費等の積算根拠 様式１２の２

【資金計画】

１．施設・設備整備事業費内訳 様式１３①～④

２．工事費積算見積書

３．資金計画書 様式１４

４．借入金返済計画 様式１５
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【建物関係】

１．施設設計図（配置図・平面図・立面図・完成予想図）

２．室別面積表 様式１６①②

３．建物面積按分表 様式１７

４．建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式１８

（２）書類作成上の留意点

① 提出部数・綴り方

ア 正本２部

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入

し、各書類番号（Ｐ.１３を参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

イ 副本１０部

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使

用しないでください。

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（Ｐ.１３を参照）を記載した

インデックスを付して提出してください。

② 追加書類の提出・ヒアリングの実施

都及び中野区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施す

ることがあります（中野区での審査については第二次審査としてヒアリングを予定してい

ます。）。

③ 著作権の帰属等

応募申込書類、借受申請書類等の著作権は、応募申込者及び応募者に帰属します。ただ

し、都及び中野区は、借受者の公表等必要な場合には、応募申込書類、借受申請書類等の

内容を無償で使用できるものとします。

なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。

④ 費用の負担

本公募に関し必要な費用は、応募申込者及び応募者の負担とします。

⑤ 使用言語及び単位

提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。

⑥ 資料の取扱い

都及び中野区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。また、

この検討の目的の範囲内であっても、都及び中野区の了承を得ることなく、第三者に対し

て、これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。

（３）提出日時及び場所

１．日 時

平成２４年３月２６日（月曜日）から平成２４年３月３０日（金曜日）まで

午前９時から午後５時まで

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。

２．場 所

中野区中野４－８－１ 中野区健康福祉部福祉推進分野介護保険基盤整備担当

区役所 6 階 6 番窓口 電話 ０３－３２２８－５６３１（直通）

13 借受予定者の選定方法

（１）借受予定者の決定方法

中野区では、中野区地域密着型サービス法人審査会の審査に基づき、区として応募者に
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関する意見書を都へ提出します。審査は、書類審査による第一次審査及びヒアリングによ

る第二次審査を行います。

都では、中野区からの意見書を踏まえ、都有地等利用事業者選定審査会の審査を経て、

借受者を福祉保健局長が決定します。

審査基準により、該当する事業者がないときは、借受者を決定しない場合があります。

また、借受者が事業を実施することが困難である場合には、再度審査会を開催し、改め

て借受者を選定することがあります。

（２）審査基準

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査基準（Ｐ.２8）の

とおりです。具体的には下記の事項を重視して審査を行います。

① 運営の確実性（財務状況、管理・運営体制、採算性等）

② 運営方針・理念（経営理念、運営方針、人材養成の方針等）

③ サービス内容（サービス体制、権利擁護の取組等）

④ 地域・関係機関との連携

⑤ 建物（認知症ケアに配慮したつくり、家庭的な雰囲気、安全性、地域・景観への配慮等）

⑥ 併設するサービスの有効性

（３）審査結果の通知

審査の結果は平成２４年８月下旬以降に、文書で通知する予定です。

（４）借受予定者の公表

応募の状況、借受予定者として決定した事業者名及びその提案内容の概要については、

東京都ホームページ及び中野区公式ホームページで公表します。

（東京都公式ホームページ http://www.metro.tokyo.jp）

（中野区公式ホームページ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp ）

原則として、借受予定者以外の応募申込者名、応募内容等は公表いたしません。
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質問票

白鷺一丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業

法 人 名

所 在 地

担 当 者

連 絡 先 ＦＡＸ ＴＥＬ

※ 質問事項１件ごとに記入してください。

質 問 事 項

（公募要項 ページ 行目）

内 容

中野区 健康福祉部 福祉推進分野 介護保険基盤整備担当 あて

ＦＡＸ：０３（３２２８）５６６２

電 話：０３（３２２８）５６３１（直通）
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提出資料一覧 （応募申込書提出）

No. 提出書類 様式 確認

1 応募申込書 様式１

2 担当者連絡先 様式２

3 法人定款

4 法人の沿革・概要 様式３

5 役員構成（年齢・経歴等） 様式４

6 代表者略歴 様式５

7
法人登記事項証明書

（全部事項証明、３か月以内に発行されたもの）

8 法人代表者の印鑑証明書（３か月以内に発行されたもの）

9 事業者概要（既存施設の運営状況） 様式６

10 資産の状況（預金残高証明書・資産目録等）

11 平成２３年度予算書

12 決算報告書（平成２０年度から平成２２年度まで）

応
募
申
込
書
提
出
時
必
要
書
類

13 過去（３年間）の監督官庁の実地検査等結果（指摘事項と改善案）
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提出資料一覧 （借受申請書提出）

No. 提出書類 様式 確認

14 都有地等借受申請書 様式７

15 事業参入理由書 様式８

16 事業計画書 様式９

17 収支シミュレーション
様式１０

①～⑤

18 利用者負担額・給与費積算根拠
様式１１

①～③

20 職員ローテーション表
様式１２

①～③

21 開設までのスケジュール

22 家賃・食費等の積算根拠
様式

１２の２

23 施設・設備整備事業費内訳
様式１３

①～④

24 工事費積算見積書

25 資金計画書 様式１４

26 借入金返済計画 様式１５

27 施設設計図（①配置図②平面図③立面図④完成予想図）

28 室別面積表
様式１６

①②

29 建物面積按分表 様式１７

借
受
申
請
書
提
出
時
必
要
書
類

30 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式１８
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【 現地案内図 】

所在地 白鷺一丁目７１６番１外

土地面積 ６７５.１７㎡
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建築確認申請の前に行う手続き 中野区代表 ０３－３３８９－１１１１ 平成２３年度版

１．事前調査
①建築基準法上の道路種別【建築分野道路判定担当（8階） ８－６窓口 内線５３３１～２】

②公私道種別及び公道の幅員 【道路・公園管理分野道路境界担当（８階） ８－１窓口 内線５１４５】

③用途地域・地区/最低敷地面積【都市計画分野都市計画担当（９階） ９－３窓口 内線５８１４】

④日影規制【建築分野建築行政担当（９階） ９－７窓口 内線５６２１～２・５６３１】

２．事前協議

A.建築分野（８・９階）

①共同住宅等建築指導要綱（ワンルームを含む）【９－６窓口 内線５６７１～２】

a)第１・２種低層住居専用地域及び第１・２種中高層住居専用地域は、地上３階以上かつ１２戸以上の建築計画

b)上記以外の用途地域は、地上３階以上かつ１５戸以上の建築計画

※平成23年9月17日より、指導要綱に替わり「集合住宅の建築及び管理に関する条例」が適用される予定です

②中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例【９－７窓口 内線５６２１～２・５６３１】

a)１２戸以上の共同住宅（長屋建て含む）、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストアー、ホームセ

ンター、ホテル、旅館、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホール等

③-1 東京都福祉のまちづくり条例【９－６窓口 内線５６７１～２】

a)共同住宅、事務所、病院、老人ホーム、飲食店、物品販売業を営む店舗、サービス店舗及び複合施設等の特定都市施設

-2 中野区福祉のまちづくり環境整備要鋼【９－６窓口 内線５６７１～２】

a)旅館、劇場、体育館、キャバレー、ぱちんこ屋、公衆浴場、事務所及び工場等の対象施設

④建築基準法第42条第2項道路の中心線判定【８－６窓口 内線５３３１～２】

a)建築基準法第４２条第２項道路に接する敷地

B.都市計画分野（８・９階）

⑤都市計画法の開発許可【９－３窓口 内線５８１５】

a)敷地面積５００㎡以上の土地区画形質の変更

⑥東京都景観条例【９－３窓口 内線５８１４】

a)神田川の両岸から３０ｍ以内の区域内で、建築する高さ１５ｍ又は延べ床面積１,０００㎡以上の建築物

※東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観係 ５３８８－３２６５

⑦中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例【９－１窓口 内線５８２０】

a)第１・２種低層住居専用地域は、地上３階以上または軒高が７メートルを超える建築計画

b)上記以外の用途地域は、建築基準法上の高さが１０メートルを超える建築計画

C.地域まちづくり分野（９階）

⑧地区計画【９－１９窓口 内線５８３３～５】

a)南台４丁目地区（南台４丁目） b)南台１・２丁目地区（南台１・２丁目）

c)中野坂上地区（本町１・２丁目、中央１丁目の各一部） d)中野区環７沿道地区（概ね沿道より２０ｍの区域）

e)平和の森公園周辺地区（新井２～４丁目の全部、沼袋１・３丁目、野方３丁目の各一部）

D.都市政策推進室(９階)

⑨中野四丁目地区地区計画【９－１１窓口 内線５８４５】

E.防災・都市安全分野(８階)

⑩自転車等放置防止条例【８－１４窓口 内線５８４５】

a)床面積１５０㎡以上の店舗・金融機関・遊技場・公共施設・スポーツ施設・学習施設・医療施設等

⑪路外駐車場設置・変更届【８－１３窓口 内線５７13】

a)面積５００㎡以上で有料かつ不特定多数が利用できるもの（いわゆる時間貸し駐車場）

F.道路・公園管理分野(８階)

⑫雨水流出抑制施設設置指導要綱【８－４窓口 内線５１２２】

a)３００㎡以上の計画敷地

G.地球温暖化対策分野(９階)

《ご利用ください》 中野区用途地域図・都市計画概要図は中野区ホームページで公開しています！

中野区ホームページ（http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/）⇒暮らしのガイド⇒まちづくり・住まい

⇒まちづくり⇒『用途地域図・都市計画概要図』または『都市計画制度』からご利用いただけます。



２１

⑬みどりの保護と育成に関する条例【９－18 窓口 内線５５２２～３】

a)基本は、２００㎡以上の計画敷地

b)敷地分割を伴うもの及び駐車場設置の場合は、３００㎡以上の計画敷地

＊敷地1,000㎡以上は､東京都扱い(環境局自然環境部緑環境課指導係 ５３８８－３４５５)

H.都市基盤整備分野(８階)

⑭生活道路の拡幅整備に関する条例【８－7 窓口 内線５３５１～3】（生活道路の拡幅整備に関する協議）

建築基準法第４２条第２項道路に接する計画敷地及び東京都安全条例第２条(すみきり)を必要とする計画敷地

３．建築確認等にかかわる官公庁等一覧
1)埋蔵文化財：中野区学習スポーツ分野文化財担当【５－９窓口】３２２８-８７３１ ＊掘削の６０日以前に協議･届出が必要

2)洪水ハザードマップ：中野区防災・都市安全分野【８－１１窓口】 ３２２８－８８２３

3)土壌汚染：中野区生活環境分野環境公害担当（中野区保健所内） ３３８２－３１３６

［名簿閲覧のみ］中野区地球温暖化対策分野【９－１８窓口】 ３２２８－５５２４

4)道路境界

a)計画決定：都所管＝東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課道路位置情報係 ５３８８－３２１４

区所管＝中野区都市計画分野都市施設担当【９－２窓口】 ３２２８－８２６２

b)事業決定：環 ６＝首都高速道路㈱東京建設局街路グループ ５４３４－７８０５

その他(中野通り,大久保通り,青梅街道,方南通りの一部)＝東京都第三建設事務所工事第１課

３３８７－５１３６

c)既存道路：都道 ＝東京都第三建設事務所管理課道路台帳担当 ３３８７－５０９７

区道(水路を含む)＝中野区道路・公園管理分野道路境界担当【８－１窓口】 ３２２８－５４１９

5)河川境界

a)計画決定：東京都建設局河川部計画課中小河川係 ５３２０－５４１４

b)事業決定：東京都第三建設事務所工事第２課測量係 ３３８７－５３７２（事前に電話願います）

c)既 存： 〃 〃

6)桃園川境界：東京都下水道局経理部資産運用課土地運用係 ５３２０－６５５４

7)送電線：東京電力(株)東京支店荻窪支社送電保守グループ ３３３５－３００５

8)鉄 道：a)Ｊ Ｒ＝ＪＲ新宿保線技術センター（２階建て以下）３３８１－１２８５

ＪＲ東京土木技術センター（３階建て以上）３２５７－１６９１

b)西 武＝西武鉄道㈱鉄道本部工務部建設課 ０４－２９２６－２２９５

c)地下鉄＝東京地下鉄(株)鉄道本部工務部土木課 ３８３７－７０９３

d)都 営＝東京都交通局建設工務部保線課 ５３２０－６１５１

9)ごみ保管場所：中野清掃事務所 ３３８７－５３５３

10)消防署：a)中野消防署 ３３６６－０１１９ b)野方消防署 ３３３０－０１１９

11)警察署：a)中野警察署 ３３６６－０１１０ b)野方警察署 ３３８６－０１１０

12)保健所：中野区保健所 ３３８２－６６６２

13)電 気：東京電力㈱東京カスタマーセンター ０１２０－９９５－００５

14)ガ ス：東京ガスお客様センター ５７２２－３１１１

15)水 道：東京都水道局中野営業所 ５９２５－２９２１

16)下水道管位置：東京都下水道局施設管理部管路管理課施設情報管理係 ５３２０－６６１８

※公共下水道台帳閲覧⇒都庁第二本庁舎台帳閲覧室(都庁５階南側)

都ホームページでも公開中⇒http://www.gesui.metro.tokyo.jp/

17)登 記：東京法務局中野出張所 ３３８９－３３７９

18)大量下水排水：東京都下水道局西部第一下水道事務所 ０３－５３４３－６２００（代表）

（中野区新井3-37-4中野水再生ｾﾝﾀー 管理棟事務室4階）※H21.4.1移転

19)半地下家屋の排水設備：東京都下水道局西部第一下水道事務所業務課排水設備係 ５３４３－６２０７

20)中野区特定小売店舗の立地に関する条例(５００㎡を超え１,０００㎡以下の店舗面積の計画)：

中野区産業・都市振興分野【９－１３窓口】 ３２２８－５５９１

※１,０００㎡を超える場合 東京都産業労働局地域産業振興課 ５３２０－４７８９

21)工場・指定作業場（20台以上の自動車駐車場等）や騒音・振動規制法特定施設、建設リサイクル法等：

中野区生活環境分野環境公害担当（中野区保健所内） ３３８２－３１３６

22)省エネ法：中野区建築分野建築安全・安心担当【９－９窓口】３２２８－８８３７

23)電波伝搬障害防止区域の縦覧（地表からの高さが３１ｍを超える建築物）：関東総合通信局 ６２３８－１７６３

24)東京都庁代表：５３２１－１１１１
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都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）

１８福保高施第６３７号

平成１９年３月２３日

改正 １９福保高施第９９８号

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２ ６ 日

改正 ２０福保高施第１０４５号

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ４ 日

改正 ２２福保高施第２２６１号

平 成 2３ 年 ６ 月 ２ 日

（趣旨）

第１条 この要綱は、都有地等を活用した民間事業者支援制度に関する要綱（平成１４

年１０月２８日付１４財財総第２１０号知事決定）及び「都有地活用による地域の福祉

インフラ整備事業」に係る財産処理等の方針について（平成２３年３月２８日付２２福

保総企第８６８号知事決定）に基づき、東京都（以下「都」という。）が所有する土地

（建物がある場合には、これを含む。以下「都有地等」という。）のうち未利用の都有

地等の貸付けに係る基本的事項を定め、もって地域に密着した生活の場（以下「地域の

福祉インフラ」という。）の整備を促進し、福祉改革の推進を図ることを目的とする。

（対象となる地域の福祉インフラ）

第２条 この要綱の対象となる地域の福祉インフラは、次に掲げるものとする。

（１）認知症高齢者グループホーム

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）に規定する認知症対応型老人共同生活援助

事業の用に供する施設

（２）特別養護老人ホーム

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム

（３）介護老人保健施設

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設

（４）軽費老人ホーム

老人福祉法に規定する軽費老人ホーム

（５）小規模多機能型居宅介護事業所

老人福祉法に規定する小規模多機能居宅介護事業の用に供する施設

２ 前項に定める対象施設に加え、介護保険法又は老人福祉法により併設が認められている施設又は事業所（以下

「併設施設等」という。）を併設する場合であって、以下の条件をすべて満たす場合については、これを貸付対

象施設とみなすことができるものとする。

（１）当該都有地等を借り受ける者（以下「借受者」という。）が併設施設等の整備及び運営を行うこと。

（２）併設施設等を整備することについて当該都有地等の所在する区市町村の長（以下「関係区市町村長」という。）

からの要請があること。

（３）併設施設等が貸付対象施設の延床面積を超えない規模のものであること。
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（対象となる都有地等）

第３条 この要綱の対象となる都有地等は、都において利用予定のないものの中から、財

務局長が決定する。

（貸付けの対象となる民間事業者）

第４条 都有地等の貸付対象者は、福祉保健局長が別に定める民間事業者のうち、対象と

なる都有地等において地域の福祉インフラを整備運営するものとする。

（貸付条件）

第５条 都有地等を前条の定める民間事業者に貸し付ける条件（以下「貸付条件」という。）

は、次のとおりとする。

（１）第２条に定める地域の福祉インフラを含めた施設を整備運営するために使用するこ

と。

（２）（１）の事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置すること。

（３）施設、設備等の維持管理に係る費用を借受者が負担すること。

（４）（１）の事業が、貸し付ける都有地等及びその周辺地域の安全、環境等に影響を及

ぼさないよう配慮すること。

（５）第三者に転貸しないこと。

（６）第１１条に定める貸付期間の満了のとき、借受者側の理由により貸付契約を打切る

とき又は第１４条第２項後段に定める貸付契約の解除のときは、借り受けた都有地等を

直ちに借受者の負担により施設、設備等の撤去等を行い、原状に回復させ、返還するこ

と。

（７）前各号に定めるもののほか、福祉保健局長が必要と認める条件。

（公募）

第６条 福祉保健局長は、関係区市町村長と協議の上、都有地等の借受者を公募する。

２ 福祉保健局長は、前項に定める公募に関する事務を関係区市町村長に委任することが

できる。

３ 公募に応じる者（以下「応募者」という。）は、都有地等借受申請書（別記第１号様

式）２部を福祉保健局長に提出しなければならない。

４ 貸付対象となる都有地等の所在、面積その他公募に必要な事項は、別途福祉保健局長

が定める。

（関係区市町村長への意見聴取）

第７条 福祉保健局長は、公募の期間満了後、前条第３項の規定に基づき提出された都有

地等借受申請書のうち１部を、関係区市町村長に速やかに送付し、応募者についての意

見聴取を依頼する。依頼を受けた区市町村長は、書面によりその意見を福祉保健局長に

通知する。

（審査会）

第８条 福祉保健局長は、前条の借受対象候補者について、借受者としての適格性等を審

査するため、都有地等利用事業者選定審査会（以下「審査会」という。）を設置する。
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２ 審査会は、福祉保健局長が別に定める審査基準に基づき、適正に審査しなければなら

ない。

３ 審査会の委員は、別表のとおりとする。

（借受者の決定等）

第９条 福祉保健局長は、審査会の審査を経て貸付けの適否を決定し、貸し付けることを

決定したときは都有地等貸付決定通知書（別記第２号様式）により、貸し付けないこと

を決定したときは都有地等不貸付決定通知書（別記第３号様式）により、その旨を応募

者に通知する。

２ 福祉保健局長は、財務局長及び関係区市町村長に対し、借受者を通知する。

（貸付契約）

第１０条 東京都知事は、前条第１項の規定により貸付けを決定した者と貸付契約を締結

する。

２ 貸付契約の形態は、土地の貸付けについては、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に基づく定期借

地権設定契約とし、建物の貸付けについては、同法第３８条に基づく定期建物賃貸借契約とする。

（貸付期間）

第１１条 貸付期間は、土地の貸付けについては５０年、建物の貸付けについては、都に

おける将来の利用計画など当該都有地等の個別の事情等を勘案し、別に定める公募要項

において定めるものとする。

（貸付料及び保証金等の減額）

第１２条 貸付料及び保証金又は敷金は、都において別途決定する。

２ 前項の貸付料の決定に当たって、第２条第１項に定める貸付対象施設及び同条第２項

に定める併設施設等を整備する場合は、通常に算定された額から５０％の減額を行う。

３ 土地を貸し付ける場合の保証金は、貸付料月額の３０月分とし、建物を貸し付ける場

合の敷金は近傍類似の賃貸事例を考慮して設定するものとする。

（貸付料の改定）

第１３条 都は、前条第１項の貸付料が土地価格の変動により、若しくは近隣の土地若しくは建物の貸付料と比較

して不相当となった場合、又は貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の変化があった場合には、貸付料

を改定することができる。

（使用状況の確認）

第１４条 福祉保健局長は、土地の使用方法が貸付条件に適合しているか等を確認するた

め、必要に応じ、調査を行うものとする。

２ 福祉保健局長は、前項の調査において、その使用方法が不適切と認めたときは、借受

者に対し改善を勧告するものとする。勧告により、改善がみられない場合は、貸付契約

を解除するものとする。

３ 福祉保健局長は、報告期限を定めて、借受者に借受都有地等使用状況報告書（別記第

４号様式）を提出させるものとする。



２５

４ 福祉保健局長は、財務局長から求めがあった場合は、第１項に定める調査を行い、財

務局長に報告するものとする。

（貸付けの開始時期）

第１５条 この要綱による貸付契約に基づく貸付けは、平成２８年３月３１日までに開始

するものとする。

（その他）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉保

健局長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１９年３月２３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年３月２６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年３月２４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年6月2日から施行する。

別表（第８条関係）

都有地等利用事業者選定審査会委員構成

１ 福祉保健局高齢社会対策部長

２ 福祉保健局総務部企画計理課長

３ 福祉保健局総務部企画担当課長

４ 福祉保健局総務部契約管財課長

５ 福祉保健局高齢社会対策部計画課長

６ 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長

７ 福祉保健局高齢社会対策部施設支援課長

８ その他、福祉保健局長が必要と認めた者



２６

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の貸付対象事業者について

１９福保高施第９９８号

平成２０年３月２６日

改正 ２２福保高施第２２６１号

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ２ 日

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年３月２３日付１８福保高施第６３

７号）第４条に規定する貸付対象者は、以下に定める民間事業者とする。

１ 認知症高齢者グループホーム

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合

２ 特別養護老人ホーム

（１）社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

３ 介護老人保健施設

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 平成１１年３月３１日付厚生省告示第９６号に規定する介護老人保健施設を開設できる者

４ 軽費老人ホーム

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法に基づく

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合

（８） その他法令に基づき法人格を与えられた者であって、東京都知事が適当であると認めたもの



２７

５ 小規模多機能型居宅介護事業所

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合



２８

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査基準

１９福保高施第９９８号

平成２０年３月２６日

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成２０年３月２６日１

９福保高施第９９８号）第８条第２項に規定する利用事業者の審査基準は下記のとおりとする。

（１）組織運営に関する事項

１－１ それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき、適切な構成の運営

組織による事業運営が行われると認められること。

１－２ 当該事業の事業内容について、理解と熱意を十分に有していること。

１－３ 指導検査等において、過去に問題点がないか、あるいは過去に指摘された問題点が

十分に改善されていること。

（２）財政運営に関する事項

２－１ 施設整備資金のほかに事業開始当初の運営資金が確実に確保されていること。

２－２ 法人としての財政状況及び収支状況が健全であること。

（３）事業運営に関すること

３－１ 当該事業を実施するにあたって必要な事業者指定等を受ける見込みがあること。

３－２ 当該事業の経験のある社会福祉法人、医療法人等との連携を図ることができ、必要

に応じてその支援を得られること。

３－３ 法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしていること。

（４）事業計画に関すること

４－１ 当該土地に当該施設の建設が可能であり、建築確認の見通しが確実であること。

４－２ 計画にあたって当該区市町村の理解が得られていること。

４－３ 当該建物は、当該施設に改修が可能であること。（建物を改修して利用の場合）

４－４ 当該事業を継続的・安定的に運営するために必要な資金計画・収支計画が策定され

ており、事業開始から１０年以上継続して事業を行う見込みがあること。

（５）その他

５－１ 事業計画や過去の実績等を総合的に勘案し、安定的な事業運営が図られ、質の高い

サ－ビスが継続的に提供されると判断されること。

以上に定めるものの他、福祉保健局長は、個別事案に応じて、必要な審査基準を別途定める

ことができるものとする。


